
船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月１４日 １３時１０分ごろ 

発生場所 石川県穴水
あなみず

町岩車
いわくるま

漁港南方沖 

 穴水灯台から真方位１２０°１.８海里付近 

 （概位 北緯３７°１２.４′ 東経１３６°５７.１′） 

事故の概要  調査指導船くろゆり丸は、南東進中、また、漁船岩
いわ

岸
ぎし

丸は、錨泊

中、両船が衝突した。 

 くろゆり丸は、左舷船首部に擦過傷を生じ、また、岩岸丸は、右舷

船首部等に割損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１０月１５日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 調査指導船 くろゆり丸、３.５トン 

   ２４４－２２７８７石川、石川県 

Ｂ 漁船 岩岸丸、０.５トン 

   ＩＫ３－２１００５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部及び左舷船首部ガンネルに割損を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、約１７ノットの対地速力で航行中、船首浮上により船首方

に死角を生じていたものの、船長Ａが、進行方向に他船が見えなかっ

たので、船首方には他船はいないものと思って航行を続けた。 

 Ｂ船は、釣りをして錨泊中、船長Ｂが、右舷方約１,０００ｍに接

近するＡ船を認め、Ａ船が錨泊中のＢ船を避けると思って見ていた

が、更に接近してきたので大声で注意を喚起したものの、避航する様

子がなかったので、海に飛び込んだ。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、船首方には他船がいないものと思い、船首方の

死角を補う見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付か

なかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、接近するＡ船を認め、大声で注意を喚起したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の船長Ａが、船首方の死角を補う見張りを適切に行



っていなかったため、Ａ船が錨泊中のＢ船に衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首浮上により死角を生じる船舶は、船首を振るなどして、見張

りを適切に行うこと。 

 


